
5

軽度者等に対する福祉用具貸与の判断について

要支援1・2、要介護1種　目 要介護2～3 要介護4～5

○

×例外あり※
×例外あり※

○

○

×例外あり※

○

○

○

特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品
床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器

手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ・自動排泄処理
装置（尿のみを自動的に吸引する機能のもの）

自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

※例外として認められる「使用が想定される状態像」とは、要介護認定調査における基本調査結果をもとに福祉用具ごとに判断されます。
　また、下記のⅠ～Ⅲの状態に該当する者も、ア～ウの確認を得ることで例外として認められるようになりました。

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸し出されます。

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、  頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
（例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象）
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で
定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
（例：がん末期の急速な状態悪化）
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の
回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する
と判断できる者
（例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥
性肺炎の回避）

Ⅰ

 
Ⅱ

 
Ⅲ

ア　医師の医学的な所見に基づき判断され

イ　サービス担当者会議等を通じた適切
なマネジメントにより福祉用具貸与が
特に必要である旨が判断されている
ことを

ウ　市町村が書面等確実な方法により確
認すること

福祉用具が必要な状態像 該当者の確認方法

（★）については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び、福祉用具専門相談員などが参加する、サービス担当者会議
等を通じた適切なケアマネジメントにより判断されます。

●例外として使用が認められる判断基準
使用ができる状態像福祉用具の種類

（１）車いす及び車いす付属品

基本調査の結果

●日常的に歩行が困難な者

●日常生活範囲における移動の支援が特
に必要と認められる者（★）

基本調査1-7「歩行」→「3.できない」

★基本調査結果なし

（２）特殊寝台及び特殊寝台付属品 ●日常的に起きあがりが困難な者
●日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-4「起き上がり」→「3.できない」
基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」

（６）自動排泄処理装置　 ●排便が全介助を必要とする者
●移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-6「排便」→「4.全介助」
基本調査2-1「移乗」→「4.全介助」

（５）移動用リフト 
　　（つり具の部分を除く）

基本調査3-1「意思の伝達」→「1.調査対象者が意
見を他者に伝達できる」以外又は3-2～3-7のいず
れか「2.できない」又は3-8～4-15のいずれか「1.
ない」以外その他、主治医意見書において、認知症
の症状がある旨が記載されている場合も含む

（３）床ずれ防止用具及び体位変換器

（４）認知症老人徘徊感知機器

●日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「寝返り」→「3.できない」

基本調査2-2「移動」→「4.全介助」以外

（厚生労働省資料より抜粋）

★基本調査結果なし

●意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解
のいずれかに支障がある者

●移動において全介助を必要としない者

次のいずれかに該当する者

次のいずれにも該当する者

次のいずれかに該当する者

次のいずれかに該当する者

次のいずれにも該当する者

●日常的に立ち上がりが困難な者

●移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

●生活環境において段差の解消が必要と
　認められる者（★）

基本調査1-8「立ち上がり」→「3.できない」

基本調査2-1「移乗」→「3.一部介助」又は「4.全介助」

レンタルサービスご利用にあたって
１．レンタルのご契約期間は１ヶ月単位となります。
２．レンタルは１ヶ月単位ですが、開始月と終了月に関しては以下の通りとなります。

このカタログで表記しておりますご利用者負担額とは、介護保険
にて自己負担割合1割と2割及び3割の場合の自己負担額です。
例えば、1ヶ月10,000円のレンタル料金の福祉用具をご利用の場
合、レンタル料金の1割である1,000円（2割の場合2,000円、3割の場合3,000円）がご利用者負担額となります。
なお、保険者より自己負担額が1割でないと通知されている場合はその割合が適用されます。

３．介護保険が適用される場合は、ご利用者負担額をお支払いいただきます。

１．レンタル料金は、基本的にご指定
の金融機関から自動引落しにてお
支払いいただいております。

２．ご指定の金融機関からの自動引
落しは、ご利用になった月の翌月
に1ヶ月分の利用負担額をご指定
の口座より引落しとします。

３．口座振替の手続き完了までに
は1～2ヶ月かかる場合があり、
その場合には、初回引落しが翌々
月以降になることがありますので、
ご了承ください。

レンタル料金の
ご請求等について

基本的に納品・引取料金はレン
タル料金に含まれております。
下記に該当する場合には、別途、
実費をお支払いいただく場合が
ございますのでご相談ください。
①納品・引取時に特別な作業が
必要な場合

②介護保険のサービス提供地域
以外への納品・引取を行う場合

③契約期間中に、お客様の都合
によりレンタル商品の移動を
行う場合

④介護保険を利用されない場合

１． 

２．

非課税のレンタル商品の場合、レンタル料金に消費税はかかりませんが、課税対象のレンタル商品の場合、レンタル
料金に消費税が含まれております。
下記に該当する場合は、レンタル料金の全額をご利用者でご負担していただく必要がございますので、必ず事前に
ご連絡ください。
●医療機関に入院中の期間　　●介護保険施設に入所中の期間　
●その他給付限度額を超えた場合や、自立と判定された場合など
介護保険が適用されない場合、もしくは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、その分のレンタル料金がご利
用者負担となりますのでご了承ください。

4． 

5．

6．

レンタル使用期間別による料金
設定は行わないものとします。
レンタル商品は、購入への切り
替えはいたしません。
契約期間中に、ご契約者（ご利
用者）以外の者にレンタル商品
を転貸したり、他人に譲渡した
りすることはできません。
万が一、ご使用中に不具合が
生じた場合は、無償で修理・交換
いたします。
但し、故意または間違った使用
による故障・破損の場合は、 別途
料金をいただきます。

１． 

２．

3．

4.

納品・引取料金に
ついて その他

151 末日

①ご利用開始月のレンタル料金
［開始日がその月の１５日以前の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の全額
［開始日がその月の１６日以後の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の半額

②ご利用終了月のレンタル料金
［終了日がその月の１５日以前の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の半額
［終了日がその月の１６日以後の場合］
　　　　　　　　　　　・・・・・・・１ヶ月分の全額

③ご利用開始月と終了月が同じ月内に
　発生した場合のレンタル料金

151 末日

全額お支払い 開始
半額お支払い 開始

151 末日

半額お支払い
全額お支払い

全額お支払い開始・・・・・・・１ヶ月分の全額
※最低契約期間は１ヶ月です。

終了
全額お支払い開始 終了

終了
終了

ご利用者
負担額

1割

2割

3割

レンタル料金
非10,000円／月

1,000
2,000

円／月
円／月

3,000円／月

福祉用具貸与サービス レンタルの仕組み介護保険
について
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